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制限表面とは

空港周辺では、空港に離着陸する航空機の安全を確保するために周辺の一定空域を障害物が

無い状態にしておく必要があります。一定の高さを超える物件等を設置することはできません。

この一定の空域を航空法（制限表面に係る航空法につきましては別紙参照願います）という法

律で管理しており、各空港に制限表面を設定し、その制限表面の上に出る高さの建造物、植物そ

の他の物件を設置し、植栽し、又は留置することは禁止されております。

空港周辺に物件等を設置する際には

〈制限表面の影響への場合〉

制限表面を突出する物件の設置照会にあたっては当管理事務所が確認を行います。その後審

査を行い物件の設置につきまして可否をご連絡します。申請書（別紙）がありますので管理事務所

の方まで提出願います。

〈制限表面以外の審査等〉

制限表面審査のほか、次の審査が必要となる場合があります。

①東京航空局函館空港事務所による「無線施設への影響」の審査

②東京航空局航空交通管理センターによる「飛行方式への影響」の審査

空港周辺や周辺物件より突出する高さの物件（クレーン等を含む）を設置する場合は、当管理事

務所へ問合せ願います。

①の「無線施設への影響」は、函館空港事務所へ照会していただくこととなりますが、照会担当

先は、奥尻空港管理事務所に確認してください。

②の「飛行方式への影響」は、奥尻空港管理事務所が窓口となっておりますので、別紙照会様

式及び添付資料を作成の上提出願います。

また、審査の回答まで 1 カ月程度を要する場合もありますのでお早めにご相談くださるようお願

いいたします。

〈その他〉

無人飛行機（ドローン）に関しましては東京航空局東京空港事務所 航空管制運航情報官へお

問い合わせください。

℡ ０３－５７５６－１５３０

詳しくは航空局 ＨＰ http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html をご覧ください。



平成 年 月 日
奥尻空港管理事務所長 様

申請者
印

奥尻空港の制限表面下における物件の設置について（照会）

標記のことについて、下記物件を設置した場合における奥尻空港の制限表面
及び航空機の安全運航への影響（計器飛行方式、無線施設等への影響）につい
て照会します。

記

①設置物件について

物件名：

住 所：

座 標：

地盤高： ｍ

地上高： ｍ

標 高： ｍ

②物件設置理由

③設置期間（予定）
平成 年 月 日（着工） ～ 平成 年 月 日（完了）

物件設置時間 ： ～ ：

④設置者名：

住 所：

⑤照会者名：

住 所：

電話番号：

⑥添付資料
（１）空港との位置関係がわかる位置図
（２）平面図、位置図（仮設物、クレーン等の図面も含む）
（３）その他説明資料
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